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会 議 録 

作成月日 令和５年９月２９日（金） 作成者職・氏名 まちづくり政策課 鈴木 

会議名称 令和５年度 大和町総合計画審議会 

開催日時 令和５年９月２２日（金） １３：５５～１６：１５ 

開催場所 大和町役場３階３０１会議室 

出 席 者 

〇大和町総合計画審議会委員 １１名（別添名簿参照） 

〇事務局：大和町まちづくり政策課 

課長 江本 篤夫，係長 鈴木 達也，主幹 泉 瑛 

〇町関係者：町長 浅野 元， 

総務課長 千葉 正義，財政課長 児玉 安弘， 

子ども家庭課長 村田 充穂，福祉課長 蜂谷 祐士，健康推進課長 大友 徹， 

農林振興課長 阿部晃，商工観光課長 浅野 義則， 

都市建設課長 亀谷 裕，上下水道課 課長補佐 千坂 伸， 

教育総務課長 遠藤 秀一，生涯学習課長 瀬戸 正昭     （合計２６名） 

議  事 
（１） 大和町第五次総合計画に基づく実施計画（前期計画）重点プロジェクト 

（まち・ひと・しごと創生総合戦略）事業の令和４年度の実施状況について  

 司会進行：まちづくり政策課 江本課長 

 １ 開   会 

事務局 

（江本） 
 それでは，ただいまより令和５年度大和町総合計画審議会を開催いたします。 

 ２ 委嘱状交付 

事務局 

（江本） 

はじめに，新たに審議会委員に就任されました方への委嘱状の交付を行いま

す。委員の委嘱期間につきましては，本日より令和６年３月３１日までとなりま

す。 

それでは委嘱状の交付をいたします。株式会社 七十七銀行吉岡支店 支店長 

成田 仁 様，恐れ入りますが，前にお進みいただきますようお願いいたします。 
 

町長より委嘱状を交付  
 

成田 様，ありがとうございました。 

 ３ 開会の挨拶 

会 長 

会長を拝命しております宮城大学の平岡です。本日はお彼岸など色々ご用事の

あるところ，お集まりいただきましてありがとうございます。また，各担当課の

皆様も，日程を調整いただきましてありがとうございます。 

昨年度より第五次総合計画が始まりまして１年が経過し，今回はその最初の審

議会となります。第五次総合計画自体は１０年間の長い計画スパンではあります

が，この時代どんどん物事が素早く変化していきます。１０年間という長い視点

も必要ですが，単年度毎のチェックや，事業のどういったところがポイントにな

るかなどの視点も必要なことから，この審議会の役割も非常に重要なものとなり

ます。 



2 

本日は第五次総合計画の重点プロジェクト，初年度の評価・検証となりますの

で，委員の皆様方から是非忌憚ないご意見をいただきたいと思います。 

また，本日浅野町長もご出席されておりますが，今期でご勇退されると伺って

おります。この第五次総合計画の作成にあたっては浅野町長の様々な思いが入っ

ていることと思います。そういった思いを次の世代に引き継いでいけるよう，み

んなで話し合って計画を実行していただければと思います。浅野町長におかれま

しては，今後違う立場でご指導いただければと思っております。 

 短い時間ではございますが，委員の皆様方よりご意見を頂戴したいと考えてお

りますので，積極的にご発言いただければと思います。本日はどうぞよろしくお

願いいたします。 

町 長 

本日は令和５年度の大和町総合計画審議会ということでご案内を差し上げまし

た。何かとご多忙のところお集まりいただきましたこと，まずは御礼申し上げま

す。 

そして，新たに七十七銀行吉岡支店長の成田様に委嘱状の交付をさせていただ

きました。ご多忙にも関わらず委嘱をお引き受けいただきましたこと重ねて御礼

申し上げます。今後ともよろしくお願いいたします。 

また，委員の皆様におかれましては，本審議会以外でも，町の事業等についてご

理解・ご協力いただいておりますこと，あらためて御礼申し上げます。 

さて，総合計画審議会においては，昨年度までは前計画である第四次総合計画

と併せて実施してきたまち・ひと・しごと創生総合戦略の実績について，今年度か

らは令和２～３年度に皆様にご協力をいただき策定した第五次総合計画に包括さ

れた重点プロジェクトの実績についてご審議いただくことになります。 

先ほど平岡会長からもお話いただきましたとおり，１０年間の計画スパンでは

ありますが，その年その年しっかり状況確認をしながら，その時代にあった計画

運営をしていく必要があると考えています。また，日ごろよりまちづくりには終

わりがないと申し上げておりますが，常に前向きでどんどん進んでいくことが基

本だとは思っており，その方向性についてしっかり検証していただきながら進め

ていくことが大切です。 

なお，本日の審議会には，重点プロジェクトに位置づけられている事業の担当

課長も出席しております。委員の皆様には，本日の諮問について忌憚ないご意見

等をいただき，まちづくりの次に繋がるような有意義な審議会になりますようお

願い申し上げ，開会のご挨拶といたします。 

 ４ 町職員紹介 

事務局 

（江本） 

 続きまして，本日出席している事務局職員を紹介いたします。 

 

事務局職員の紹介  

 

なお，本日は重点プロジェクトに位置づけられている各事業所管課長も出席し

ております。配布しております次第裏面の名簿をもって紹介に代えさせていただ

きます。 

 ５ 諮問書提出 
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事務局 

（江本） 

議事に入ります前に，大和町総合計画審議会条例第２条に基づき，町長より本

審議会に諮問書を提出させていただきます。 

町長から審議会会長へお願いいたします。 

 

町長より諮問書の提出  

 

 ６ 議事 

事務局 

（江本） 

それでは議事に入らせていただきます。議事の進行につきましては，大和町総

合計画審議会条例第５条第１項の規定により，会長に座長をお願いいたします。 

まずは，議事録署名委員の選出をしていただき，その後に議事に入っていただ

きますようお願いいたします。 

平岡会長 

それでは議事に入る前に議事録署名委員を指名させていただきたいと思いま

す。議事録署名委員については，会長の私と，会長職務代理の松川 様とします

がよろしいですか。 

一 同 異議なし 

平岡会長 

それでは「（１）大和町第五次総合計画に基づく実施計画（前期計画）重点プ

ロジェクト（まち・ひと・しごと創生総合戦略）事業の令和４年度の実施状況に

ついて」事務局より説明願います。 

事務局 

（鈴木） 

（１）大和町第五次総合計画に基づく実施計画（前期計画）重点プロジェクト

（まち・ひと・しごと創生総合戦略）事業の令和４年度の実施状況について 

 

  資料１により説明  

 

 質疑 

平岡会長 

ただいま事務局より説明がありました。資料については事前にお目通しいただ

いていると思いますが，ご意見をいただくにあたっては４つの基本目標毎に区切

って議論をしていきたいと思います。 

また，ＫＰＩの数値が出ていますが，事業によっては単年で押さえているもの

もあれば累計で押さえているものもあります。累計の場合は，基準値が令和元年

度となっており，今回令和４年度の実績になりますので，令和２・３年度の値が足

されたものとなっております。 

ＫＰＩについて議論することは大事ですが，その裏側にあるようなこととか，

数値としては出てこない部分など，せっかく各事業担当課長が出席されています

ので，お伺いできればと思います。 

それでは，まず，基本目標１から始めたいと思います。２ページに総括表があり

ますが，「大和町の立地条件・資源を活かし，安心して働ける地域をつくる」とい

うことで農業や商工，企業誘致に関係する施策になります。 

ご質問，ご意見等ありましたらお願いいたします。 

高見委員 

まずは御礼になりますが，弊社平成２１年１２月に第１工場を立ち上げ，現在

第７工場が立ち上がりました。２５万㎡の敷地が全て埋まって１，５６０名程の

雇用が創出されております。これも浅野町長をはじめ大和町の皆様のご支援の賜

物ですので，あらためて御礼申し上げます。 
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質問ではなく意見になりますが，現在，中・高校生の製造業・ものづくり産業

に対する興味が低くなっており，採用の状況も厳しくなっております。現在，黒

川高等学校の工場見学等の受入れや，町の協力をいただきながら中学生へのサイ

エンススクール，企業説明会を開催しています。 

我々も協力をさせていただきますので，引き続き，小・中学生などにものづく

りに対して興味を持って貰えるような施策をお願いしたいと思います。 

平岡会長 高見委員のご意見に対し，商工観光課長から何かございますか。 

商工観光 

課長 

 ご意見ありがとうございます。町では令和３年度より黒川高等学校の１・２年

生を対象としました企業説明会を実施しております。 

 今回，黒川高等学校よりいただいた資料によりますと，進路の決定率というも

のがありまして，黒川高等学校は１００％となっております。その就職内定者の

うち町内企業への就職が９ページのとおり３５名となっております。令和３年度

は２２名でしたので大幅に増加したことが伺えることから，好評は得ているので

はないかと考えております。 

 それから昨年度より実施しておりますオープンファクトリーにより，中学生や

高校生を対象に工場見学や体験を実施しております。事業後のアンケートにより

大変好評をいただいているところです。 

 今後もそれら企業説明会，そしてオープンファクトリーについて継続していき

たいと考えております。 

平岡会長 

 ９ページ「雇用機会掘り起こし事業」に関する内容であり，黒川高等学校とは大

分連携が取れているという内容でした。地元雇用者数は令和３年度で２２人，令

和４年度では３５人と増加しており，事業としては順調に進んでいるようです。 

 その他にいかがでしょうか。 

木皿委員 

基本的なところで１つご質問いたします。例えば２ページの総括表の中で「①

農業環境整備事業」は達成率が-３２．１％で事業評価は「Ｃ：予定どおり達成

できた」，「②農業生産基盤整備事業」については達成率０％で事業評価は「Ｃ」

としておりますが，これは実績値と達成率をどのように見て評価しているのかお

伺いいたします。 

平岡会長 この評価の考え方について農林振興課長お願いいたします。 

農林振興 

課長 

「①農業環境整備事業」については実績値９１．３％，達成率-３２．１％で

あり，評価は「予定通り達成できた」とさせていただいております。こちらにつ

きましては，年々作付けできる面積，生産の目安というものがありますが，令和

３年度に比べ令和４年度は１２０ｈａ程大幅に減らされております。そのため，

作付け率は低下している状況ですが，荒廃農地の発生等の防止には繋がっている

ものと考え評価しています。 

平岡会長 

この事業評価については，各担当課による自己評価と伺っております。確かに

この数値でこの評価なのかとなりますが，先ほどの説明ですとそもそもの水田の

面積が減少しているとのことであり，事業内容を踏まえ「Ｃ」と評価されたとの

ことでした。このＫＰＩの数値を維持していくことは大事なところかもしれませ

んが，そのあたりの施策や取組はあるのでしょうか。 

農林振興 

課長 

取組としては，水田としての利用が出来ずとも，豆やそば等の転作作物の作付に

より，農地が荒廃しないように働きかけを行っていきたいと考えています。 
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平岡会長 

事業評価についてはＫＰＩが中心とはなりますが，そういった内容もどこかに

注意書きで記載しておくといいかもしれません。 

他になにかありませんか。 

平岡会長 

それでは私から，企業誘致と吉岡西部土地区画整理事業との関係について質問

です。７ページの⑤企業立地奨励事業では「大和リサーチパーク完売により減少

傾向」とあり，ＫＰＩの実績値で４１事業所と，既に目標達成となっています。

吉岡西部土地区画整理事業内にも業務地があると伺っておりますが，仮に区画整

理事業により造成された場合，なにか影響はあるのでしょうか。 

商工観光 

課長 

まず企業誘致についてご説明させていただきます。工業団地の空き区画ですが，

仙台北部工業団地内のＷ区画５・６の２区画，３.３ｈａが残っている状況です。 

都市建設 

課長 

吉岡西部土地区画整理事業については１０ページに記載しています。区画整理

事業については令和４年度に宮城県より事業認可を得て，施工する事業者を決定

し，今年度より本格的に造成工事に着工している状況です。 

土地利用計画としては流通業務地が主となります。令和４年度中は購入申し入

れ１件でしたが，今年度には複数者から申し入れがある状況となっております。

商工観光課と連携を取りながら進めていきたいと考えております。 

平岡会長 

着実に年々進捗率があがっていく見込みであり，現在，購入申し入れも複数あ

るとのことです。 

ちなみに，実際誘致できるようになるのは何年度頃になるのでしょうか。 

都市建設 

課長 

 事業の完了は令和１１年度あたりになりますが，移転する黒川消防署は令和８

年４月からの供用を予定しております。 

その他の事業地についても造成工事の進捗を見て順次使用できるようにしてい

きたいと考えております。 

平岡会長 
８ページに記載されている⑥企業誘致事業のＫＰＩ残区画数について，吉岡西

部土地区画整理事業は関連していますか。 

商工観光 

課長 

目標値である残区画数の２区画は先程ご説明しました仙台北部工業団地のＷ区

画になりますので，吉岡西部土地区画整理事業については反映されておりません。 

平岡会長 

 その他なにかありますか。 

 もし，よろしければ基本目標１は一旦終了として，基本目標２に移りたいと思

います。基本目標１については，後ほどお気づきの点があればご発言いただけれ

ばと思います。 

 続きまして，基本目標２，１１ページをお開きください。「大和町への新しいひ

との流れをつくる」になります。子育てですとか，教育・交流といった内容になり

ます。 

基本目標２についてご意見・ご質問ありましたらお願いいたします。 

櫻井委員 

１６ページ⑬高等学校等通学応援事業についての質問です。改善内容等のとこ

ろに「町外に通学する中学生等は対象外であり，対象者拡充の希望が寄せられて

いるため，事業拡充に向けた検討が必要である」と記載がありますが，どのような

ところを検討されているのでしょうか。 

まちづくり

政策課長 

拡充についての検討ということですが，現在は高校生等を対象に通学費の助成

をしているところです。中学生等についてということは，まずは実態の把握をし

なければならないと考えており，具体な検討までは至っていない状況です。 
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櫻井委員 

 もし考えていただけるのであれば，お願いにはなってしまいますが，大学生の

通学というのも中々厳しい状況ではありますので，ご検討いただければなと思い

ます。よろしくお願いいたします。 

まちづくり

政策課長 

 いろいろなところでいただいているお話になりますので，ご意見として賜らせ

ていただければと思います。 

平岡会長 
 中学生を対象にとなると，例えば町外の中高一貫校に通われる方が対象になる

ということですか。 

まちづくり

政策課長 

例えばそういうパターンもあるかとは思います。そのあたりの実態把握につい

てはこれからになります。現状は専門学校を含む高校生までとしております。あ

くまで公共交通を利用された生徒への支援となります。 

平岡会長 
実際に利用されている方からは好評と聞いております。 

その他になにかありませんか。 

鈴木委員 

１６ページ⑬高等学校等通学応援事業について，事業の課題に「居住地域によ

り利用者の偏りが見られ」と記載がありますが，どういう状況なのか教えていた

だきたいと思います。 

平岡会長 
宮床，吉田，鶴巣，落合，もみじケ丘地区での利用者が少ないという実態につい

て，説明をお願いいたします。 

まちづくり

政策課長 

 以前は公共交通が走っていた地域となります。 

当事業については，国道４号沿いに停留所がある宮城交通のバス，バスターミ

ナルから発着するバス，そしてスクールバスを利用されている方で，かつ定期券

を購入されている方を対象としております。 

 郡部の方になりますと，吉岡地区までお出でいただく必要がありますので，利

用者が少ないのだろうと見ております。 

平岡会長 

 もしかすると若干不公平が生じているのかもしれません。考えなければいけな

いところかもしれません。 

 １７ページ⑭ひとづくりプロジェクトについてお伺いいたします。かなり積極

的にいろいろな事業を実施されていて，目標値が令和８年度で２５，３００人は

多いように思いますが，実際参加人数もたくさんいて順調に行くのかなと思いま

す。 

 そこで実際の児童・生徒数自体はどのような状況なのでしょうか。子どもの数

とプログラムの参加人数の関係についてのご質問になります。 

教育総務 

課長 

⑭ひとづくりプロジェクトは色々な事業を一つにまとめたものになります。例

えば土曜学習まほろば塾ですと中学校３年生を対象として毎週土曜日に高校受験

に向けて塾講師が授業をする事業であり，参加者は例年７０名前後となります。 

そして夢と希望と志を語る会については，小学校４年生と中学校２年生を対象

としていますが，近年は，新型コロナウイルス感染症拡大防止のため，中学校２年

生のみを対象に実施していました。今後は，参加児童数が増加するものと考えて

います。 

また，町内小・中学校の児童・生徒数につきましては，人口が二極化しておりま

して，吉岡ともみじケ丘・杜の丘地区は児童・生徒数が増加しておりますが，その

他の宮床小・吉田小・鶴巣小・落合小では現状維持から低減している状況です。 

現在の児童・生徒数でいいますと小学生が１，６８３名，中学生は８３３名とな

ります。 
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平岡会長 
結構いろいろな教育事業を学年毎に分けて実施されているということですが，

今後とも継続していく予定ですか。 

教育総務 

課長 

文科省でも個別最適な学びと協働学習ということでやっておりますけれども，

子どもたちが目標を持って学習に取り組むことが非常に大事だと思いますので，

今後も志教育は継続して実施していきたいと考えております。 

平岡会長  続けていくにあたって難しくなっていきている点などはありますか。 

教育総務 

課長 

学校の授業や行事もありますので，その合間に入れていくような感じになりま

す。学校と調整して実施するのが中々大変な状況ではございます。町としては子

ども達のためですので，当然積極的に実施していくものと考えております。 

平岡会長 

 ありがとうございます。 

 今基本目標２についてご意見をいただいていますが，一旦ここで締めさせてい

ただいて基本目標３に移りたいと思います。 

 基本目標３は１８ページ「大和町における結婚・出産・子育ての希望をかなえ

る」といことで，福祉関係や子育て等に関する内容になりますが，ご意見がありま

したらお願いしたいと思います。 

遠藤委員 

 このプロジェクトの中で「子育てに要する経済的な負担の軽減を図り」とあり

ます。以前小学校の給食費無償化の話があったが，今どのような状況になってい

るのか教えていただきたいということと，それを幼児期の子ども達まで年齢を下

げて無償化にするといった考えはあるのか教えていただきたいです。 

 もう一つは，町の人口を増やすためには，やはり縁結び応援事業というものは

とても大切ですし，町の活性化にも繋がると思います。この縁結び応援事業につ

いて参加人数は１年間で何人くらいか教えていただきたいです。 

教育総務 

課長 

給食費についてお答させていただきます。小・中学校の給食費でございますが，

令和５年４月より児童・生徒の分については無償となっており，現在，教職員の分

だけいただいている状況となります。 

幼児教育については，子ども家庭課長よりご説明させていただきます。 

子ども家庭 

課長 

幼児教育の給食無償化については，現在実施はしておりません。 

この調書の中でいいますと，⑰あんしん子育て医療費助成事業や⑱第３子以降

の育児支援事業，その他出産・育児の支援など町の子育て支援は様々行っており

ます。また，国の方では児童手当の拡大などを打ち出していく予定となっており

ますので，そういったものを踏まえながら，幼児教育での給食費無償化など今後

の施策について考えていく必要があると思います。 

総務課長兼 

危機対策 

室長 

縁結び応援事業についてご説明させていただきます。事業概要に記載のとおり，

大きく分けて３つの項目がございまして，遠藤委員のご質問としましては，１つ

目の婚活イベントの項目に該当します。 

例年秋・冬の２回に婚活イベントを開催しておりましたが，令和２・３年度にお

いては，新型コロナウイルス感染症の影響により冬のみの年１回の開催としてお

りました。令和４年度については新型コロナウイルス感染症も落ち着きましたの

で，秋・冬の２回実施をしているところです。 

このイベントについては民間のイベント会社に委託をして実施しております

が，参加者として男性は４０歳未満で大和町に住所がある方か，お勤めの方，女性

はフリーで参加しております。男性・女性とも２０人ずつの定員としております。 
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新型コロナウイルス感染症も完全に収束したわけではありませんので，直前に

キャンセルする方もいらっしゃいましたが，大体男女それぞれ１６～１８人の参

加で，年間にすると８０人弱の方にご参加いただいております。 

平岡会長 

その他いかがでしょうか。重点プロジェクトそのものに関わることではありま

せんが，子育てや人口の話になってくると，働く女性のサポートというものが出

てきます。関連する事業はここにはありませんが，本日はプライムアースＥＶエ

ナジー株式会社の高見委員が出席されておりますので，お伺いしたいと思います。 

女性の方が働きやすい環境づくりなどはありますか。 

高見委員 

育児休暇制度がございまして，女性だけではなく男性も含めて取得することが

できます。出産時を含め最大１年６ヶ月休暇を取得でき，子育てもしながらキャ

リアを積めるといことは企業としても努力はしております。 

平岡会長 

いろいろ統計等を見ますと結婚する率もそうですが，結婚してからの就職率，

そして出生率，３つがそれぞれ関係あるらしいので，女性が働く環境づくりも必

要なのかなと思いました。 

その他何もなければ，今，基本目標３の結婚・出産・子育ての分野についてご意

見いただいておりますが，次の基本目標４，３０ページの「ひとが集う，安心して

暮らすことができる魅力的な地域をつくる」に移りたいと思います。観光，スポー

ツ振興，人材育成，インフラ整備，防災減災分野になりますが，何かご意見・ご質

問はありますでしょうか。 

櫻井委員 

子育てについては大分恩恵を受けている立場であって，充実しているなと感謝

をしています。私も働く一人の女性であって，先ほどの交通の部分にも関わって

くることですが，交通の便が悪く送迎をしなければやっていけないのが現状です。

公共交通を使うよりも送迎してしまった方が早く，そういったところで大分時間

が取られている現状であることをご理解いただきたいと思います。 

４１ページに㊱公共施設の適正管理（公共施設の長寿命化など）とありますが，

吉岡の武道館の老朽化が凄いと思います。課題のところに「施設利用者から大規

模修繕の要望を受ける」とありますが，今最優先で修繕をしている施設はなんで

しょうか。また，武道館についてはどう考えているか，考えをお聞かせ願います。 

財政課長 

現在，まほろばホールの大規模改修に着手しております。続いてひだまりの丘

の大規模改修に向けての基本計画・基本設計業務を行っております。その他，地区

施設として，今年度に落合ふるさとセンターの大規模改修の設計をしているとこ

ろでございます。 

引き続き，各地区で持っている施設につきましても，計画的に修繕等を進めて

いく予定としております。 

平岡会長 武道館についてはどうでしょうか。歴史的建造物ですよね。 

生涯学習 

課長 

武道館は体育施設の一つであり，その他に総合運動公園やダイナヒルズ運動公

園，体育センターなどがあります。武道館の内装についてのご意見をいただきま

したが，施設自体が昭和４～５年度に建てられた建物ということで，大分築年数

が経過しております。 

地震での壁の修理などところどころはやっていますが，大規模な改修につきま

しては，その他の体育施設全体を見ながら検討していきたいと考えておりますの

で，ご理解お願いいたします。 
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文屋委員 

防災・減災の括りでご質問させていただきます。私は水害について大変懸念し

ております。基本目標４に「㉞田んぼダム推進事業」がありますが，確かに上流域

から下流域まで流域治水という考え方でいけばこの田んぼダムも意味があるもの

だと思います。また，私の地区等でも取り組んでおりまして落水口に調整装置を

設置しております。 

しかし，近年予想を上回る水害が全国各地で発生しております。異常気候が続

く今後のことを考えると，田んぼダムについて効果はないとは言いませんが，国

で打ち出している国土強靱化などといった，吉田川支流域の堤防の未整備区間の

整備，そして脆弱な河川堤防の再整備といった根本的なところから取り組むべき

と考えます。 

田んぼダムの効果についてはまだ検証中であり，今後も事業拡充とされていま

すが，安全で安心できるまちづくりプロジェクトの取組方針としては，積極的な

拡充・評価のＡになるものだと思います。そのあたりどのようにお考えか，お聞き

したいと思います。 

まちづくり 

政策課長 

防災・減災等に向けた取り組みとして重点プロジェクトに位置づけた事業は，

この５事業としておりますが，その他にも町として実施していくべき事業が多数

ございます。 

ご意見としていただき，今後の減災・防災に向けての取り組みについて検討し

て参りたいと思います。 

平岡会長 
田んぼダム推進事業について，例えば吉田川の支流域で取り組みを進めている

とか，堤防がない場所を優先的に進めているなどといった話はあるのでしょうか。 

農林振興 

課長 

主に実施しているのは鶴巣・落合地区といった町の下流域になります。今後は

吉田地区で実施する圃場整備でも取り組むことになりますし，そのほか，上流域

でも実施していただけるよう進めていきたいと考えております。いくらかでも取

り組み面積が増えれば，防災・減災に繋がるのではないかなと考えております。 

都市建設 

課長 

河川に対する補足になりますが，現在，国と宮城県にて，吉田川の床上浸水対策

事業が実施されており，予定どおり今年度で完了となる見込みです。 

その他，吉田川の下流では，国による河道掘削による堆積土砂の撤去など，上流

では，県による洞堀川の堤防築堤や西川の堆積土砂撤去などを実施していただい

ております。 

また，町で管理をしている準用河川につきましても，各地区で河道掘削等実施

しておりますので，今後とも国や県と協力をしながらしっかりと対応して参りた

いと考えております。 

平岡会長 
国と県で河川の堤防を進めていくほか，町としては３８ページにあるような市

街地の内水対策等を実施していくということでしょうか。 

上下水道課 

課長補佐 

はい，こちらは老朽化しております公共下水道の雨水管を調査し，修繕・更新す

ることで内水対策の強化を図る事業になります。 

令和４年度に６，４００ｍを調査し，施設の状況を確認したものになります。 

平岡会長 
目標値が１９，０００ｍとなっていますが，市街地を延べで見るとこの延長に

なるのでしょうか。 

上下水道課 

課長補佐 
令和４年度から令和８年度までで調査する延長となります。 
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鈴木委員 

４０ページの㉟防犯対策事業についてお伺いいたします。令和４年度までに１

８箇所とありますが，今後設置する箇所はどこを予定していますか。小学校等の

近くなのでしょうか。 

総務課長兼 

危機対策 

室長 

 防犯カメラの設置については，毎年２箇所ずつを予定しており，令和８年度ま

でには計２６箇所を目標としております。設置箇所については，毎年，学校と警

察と協議をして，学校や公園の近くなど，防犯上必要と考えられる箇所に設置を

しております。 

 令和５年度は小野小学校前ともみじケ丘の公園を予定しており，関係者と協議

を進めているところです。 

 令和６年度以降につきましても，地区の要望を加味しながら設置箇所について

検討していきたいと考えております。 

平岡会長 

防犯カメラのモニターはどこにあるのでしょうか。 

また，防犯カメラが設置されている箇所に，防犯カメラが設置されていること

は分かるようになっているのでしょうか。 

総務課長兼 

危機対策 

室長 

モニターについては遠隔で常に確認できるものではなく，必要に応じて設置箇

所からデータを取り出し，パソコンで再生するものになります。 

防犯カメラの設置については見ただけでカメラというのが分かるようになって

います。 

木皿委員 

３７ページに公共下水道の管理について掲載されていますが，それに関連して

１つ質問があります。 

 事業概要中に「公衆衛生環境の維持を図るため」とありますが，下水道が整備

されており，下水道に流している住戸はいいのですが，簡易浄化槽を設けている

住戸等への下水道への接続の指導や促しみたいなことはしているのですか。 

 というのも，簡易浄化槽を設置したのはいいのですが，清掃をずっとしないと

環境が悪くなると思います。このことについては町民生活課の所管となると思い

ますので，環境審議会でも意見としては述べさせていただいておりますが，上下

水道課としてはいかがでしょうか。 

上下水道課 

課長補佐 

公共下水道の区域については，下水道に接続しなければならないとなっており

ますので，公共下水道の区域内で浄化槽を設置している住戸には，下水道への接

続について啓発活動を行っております。 

若生委員 周辺にも迷惑が掛かるので，よく調査した方が良いと思います。 

松川会長 

職務代理 

公共下水道の区域内は必ず下水道に流すようにさせないと近所が迷惑します

し，平等ではなくなります。ですから条例を厳しくするなどして，必ず下水道に

接続させるべきと考えます。 

後もう一つは，町中ではなく山間部等の住宅戸数が少ない地域では，維持管理

に係る費用から見て下水道は整備しない方がいいと考えます。むしろそういった

地域では合併浄化槽を奨励して整備した方がいいと思います。 

何か災害が起きたときに下水道が切断され，修理するにも多額の費用が掛かっ

てしまいます。以上意見になります。 

平岡会長 

３７ページに関連する話になるかと思います。㉜公共下水道施設のアセットマ

ネジメント及び耐震化の推進ですが，ＫＰＩの目標値１７，０００ｍのうち令和

４年度で１６，０５２ｍが調査済みとなっています。 



11 

今年度以降も調査を進めると思いますが，このまま達成率が２００％とか３０

０％となっていくのでしょうか。 

上下水道課 

課長補佐 

令和８年度までの５年間での目標でしたが，令和４年度の事業費内で調査でき

たものになります。現時点で１７，０００ｍ以上という目標の設定では考えてお

りません。 

平岡会長 
この１７，０００ｍというのは町全体のどのくらいをカバーできているのでし

ょうか。山間部まで見ているのか，若しくは市街地の延長を見ているのか。 

上下水道課 

課長補佐 

この目標値については優先度の高いところ，例えば口径の大きいところでした

り，布設年次の古いものなどを積み上げて計上しています。 

平岡会長 

ＫＰＩの目標値がすぐにでも達成できそうな状況ではありますので，その目標

についてあらためて考えていただければと思います。 

その他なにかございますか。 

髙橋委員 

吉岡の商店街を皆様ご覧になっていると思いますが，商店街が衰退しているこ

とについて，どのようにお考えでしょうか。昨年度，町長から中町に大きな図書

館を整備したいというお話がありましたけれども，それが一旦白紙という状況と

伺っております。 

皆様が明るく買い物をして楽しく過ごせる町を目指して，我々商工会女性部は

頑張っております。町として割増商品券なども発行していますが，使えるお店が

決まっており，なかなか一般の主婦が使う機会が少ないという状況です。 

今の切羽詰まったまちづくりの中でやっていくことが精一杯だと思うのです

が，町としての商店街の体制づくり，今後どのように計画を立てていくのかお聞

きしたいと思います。 

松川会長 

職務代理 

割増商品券は年間４００万円と記憶しているのですが，金額はいくらでしょう

か。また，この事業により，商店街に対してどれほどの経済的効果があるのかお

聞かせ願います。 

商工観光 

課長 

割増商品券発行事業は，ご存じのとおり平成１６年度から開始しております。

令和４年度におきましては，新型コロナウィルス感染症対策を含めまして通常１

割のところ２割増しとして実施しております。 

セット数は今まで年間４，０００セットでしたが，令和３・４年度につきまし

ては６，０００セットに増やして実施しております。 

取扱店舗につきましては，記載のとおり令和４年度中に５店舗増えまして，現

在９６店舗でご利用いただけます。今ご意見をいただいたとおり偏った店舗で使

われているという検討事項はございますが，年々増えている状況ではあると認識

しています。なお，５店舗増えた理由としまして黒川商工会に伺ったところ，も

みじケ丘・杜の丘地区の店舗でお話をさせていただいて販売店舗数が増えたとこ

ろでございます。 

割増商品券の補助金としましては６００万円となっております。事業効果とし

ては２割増しが６００万円分となりますので，割り戻していただくと約３，６０

０万円程の効果があると考えております。 

まちづくり 

政策課長 

続きまして３１ページのにぎわい創出事業についてですが，先ほどもお話あり

ましたとおり中町商店街の一画，スーパーの跡地に図書館機能を核とする複合施

設を整備するということで住民の皆様にご意見を伺いながら，その可能性につい

て検討をさせていただいたところでした。 



12 

ですが，ご意見としていただいたのが，その施設の整備もさることながら目の

前の道路の安全をまず確保して欲しいというところが大多数あったことを踏ま

え，この事業については一旦白紙とし，その代わりに道路の整備となりました。 

ただ，にぎわいの創出というのは町として目指していきたいところではござい

ますので，施設整備ではなく道路に転換し，今年度より実施をしているところで

す。 

平岡会長 

４１ページの㊱公共施設の適正管理についてですが，公共施設の総合管理計画

を作成されて統廃合でしたり改修を順次進められていることと思います。その中

で施設の改修はすんなりいくと思いますが，施設の廃止等については，施設利用

者の声等もありますので，大変だと思われます。 

そこで，個別の施設の管理計画等は既にあると思いますが，町全体で施設の配

置計画をどうするかなど，一般であれば立地適正化計画策定のような考えはあり

ますか。 

財政課長 

ご意見のとおり施設の廃止が難しいものだと思います。そうはいっても町内に

築３０年を越える集会所等もありますので，現在その大規模改修に向けて進めて

いるところではございます。利用頻度等も見ながら廃止できる施設はないのか，

検討を進めていく必要があるかと思います。 

なお，立地適正化計画については定めてはおりません。 

平岡会長 
他の市町村ですと，立地適正化計画があるので施設の統廃合がやりやすい面も

あるようですので，ご検討いただけるといいのかなと思います。 

財政課長 検討していきたいと思います。 

平岡会長 

それでは一通り基本目標１から４までご意見伺いましたが，総括して何かあり

ませんか。遡っても構いませんので，何かもう一度確認されたいこと等ありまし

たらお願いいたします。 

成田委員 

先ほどの施設のお話に関連して少しお話をさせていただきます。当行は中町に

ございますが，前の通りに空いている，利用されていない土地が多く見受けられ

ます。にぎわいを見せるとなれば，やはり空き店舗等が多いことはあまりよろし

くないことかなと思います。 

また，先ほど図書館整備の話で道路の整備とありました。道路ギリギリまで商

店が建っているので，そもそも道路の拡張等ができるのかという素朴な疑問があ

ります。 

次に全体を通してですが，教育や給食費の無償化など町にしかできないことは

町でしていただけなければならないと思います。ですが，企業誘致など，直接的

な表現ですが利益が出るものについては，民間の力も使っていただいた方が良い

のかなと思います。 

今巷で２０２４年問題が話題になっておりまして，事業者であれば，製造業に

くっついて物流も立地したいという話や，個人の方ですと，資産の活用という面

で土地さえあればアパートを建築したいが，土地が見つからないといった話が銀

行に寄せられています。 

ご相談いただければ事業者や建設業，金融等も積極的に動くと思いますし，住

民も増えることに繋がると思います。是非，我々のような民間をご活用いただけ

ればいいのかなと思います。協力してやっていきましょう。 
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商工観光 

課長 

ありがとうございます。６ページの④地域産業支援事業になりますが，こちら

「地域で頑張る事業者応援事業」というものがございまして，空き店舗を活用し

た支援になります。令和４年度の実績としては２件ございまして，店舗を改装し

まして創業された方が２名いらっしゃいます。 

その他，イメージアップ応援事業としまして，店舗の内外装の改修，リフォー

ムに対する助成になります。実績としては３件ございまして，地域産業支援事業

としての実績は５件となっております。 

もう一つの事業の目玉としまして「商品開発支援事業」がございますが，何件

かお問い合わせはあったものの，令和４年度は申請がありませんでした。 

お話の中で民間の活力を利用してとありましたが，この新商品の開発には審査

会を設けておりまして，その中に銀行や大学，企業の方々にご参加いただいてい

るところでございます。こういった方のご意見をいただきながら，進めていくも

のでありますので，引き続き民間の方のお力添えをいただければなと思います。 

まちづくり 

政策課長 

にぎわい創出事業での道路の整備ということで，周辺には商店が連立している

ので可能性としてはかなり難しいのではないかとご意見いただきました。 

確かにあの周辺の立地条件については，こちらも承知はしておりますが，地域

の方々からいただいたご意見としては，やはり通学路としてのあの道路の現状に

ついて打破すべきではないかといただいております。 

ご協力いただく前にはそれなにのステップがあると考えておりますので，引き

続き検討を進めていきたいと考えております。 

平岡会長 

 成田委員より貴重なご意見をいただきました。３６ページに㉛まちづくり人材

育成事業とありますが，先ほどのお話の中で空き家・空き地になっているとか，

住んではいるけど店を閉めて２階に住んでいるかとか，商店街の問題としてそう

いうケースがあります。そういった時に，吉岡であれば吉岡の町をどうするかと

いう話し合いの場があってもいいのかなと思います。その中で所有者の意向や土

地の状況について意見交換ができればいいかなと思います。 

 このまま何もしないと定型的なアパートや，敷地を細かく分筆した住宅ばかり

になってしまうのかなと思います。ですので，まちなかの居住について住民同士

が話し合う場，吉岡に限った話ではなく，他の地区でも，みんなで話し合いなが

ら地域に根付くような，まちづくりの人材育成に関する工夫を検討してみてもい

いのかなと思います。 

松川会長 

職務代理 

吉岡の既存商店街のにぎわいに関連してですが，５０年程前，仙台中核北部工

業団地へのアクセスのため，国道４号と町道中町下町線を立体交差にするという

構想がありました。商店をセットバックさせて町道を拡幅し，国道４号を越えて

工業団地につなぐというものでした。当時反対意見が多く廃案となりました。 

しかしながら，何か策を講じないと空き家・空き店舗が増える一方です。何か

日の目を見るような事業を検討していただければ，吉岡のまちなかがますます良

くなるかなと思います。 

また，災害の話になりますが，現代と昔では雨の降る量がまったく違います。

昔の河川工事などでは時間雨量５０ｍｍで設計をしていましたが，現在は２倍も

３倍も増加しております。河川というのは下流側から整備していくのが普通で

す。吉田川は高田橋から上流の勾配が急ですので，雨が降れば一気に水位が上が

りますので，その割をくうのが鶴巣・落合地区や大郷町になります。 
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一番恐れていることは堤防の決壊ですが，昔の戦国武将 武田信玄が考えたの

は「川除法」といって堤防のある一定の区間に開口部を設けて水を流すといっ

た，今で言う遊水地のようなものです。 

そういったことも色々考えていただいて，防災・減災の施策に取り組んでいた

だきたいと思います。 

平岡会長 

その他，何かありませんか。 

それでは時間も近づいてまいりましたので，以上としたいと思います。 

本日の審議会の開会にあたり諮問書を浅野町長よりいただいておりますので，

審議会として答申をしなければなりません。 

本日の皆様から様々なご意見をいただきましたが，まずは初年度というところ

もありますので，もしご意見がなければ，重点プロジェクトの令和４年度の実施

状況については「計画の着実な実施を図ること」としたいと思います。 

本来であればこの場で答申書を作成して皆様に文面をご確認いただくとなりま

すが，時間もありませんので，「計画の着実な実施を図ること」ということで会

長一任いうかたちで事務局と調整して町に答申し，皆様には後日，答申書の写し

を送付することとしたいですがよろしいでしょうか。 

一同 異議なし 

平岡会長 

それではご承認いただいたということで，私から町長に答申いたしますのでよ

ろしくお願いします。 

以上で，次第にある議事等は全て終了となります。続きまして次第「７ その

他」になりますが，本日出席いただきました皆様より，何か議事等はございませ

んか。 

皆様の立場から日頃思っていることなどご意見を頂戴できればと思いますが，

何かございませんでしょうか。何でも結構でございます。 

一同 特になし 

平岡会長 

それでは以上とさせていただきます。本日は皆様から多数のご意見をいただき

ましてありがとうございました。皆様のご意見をこれからのまちづくり，そして

計画策定に活かしていただければと思います。 

それでは本日の審議会を振り返り，町長から何かございますか。 

町長 

長時間にわたり大変ありがとうございました。第五次総合計画がスタートして

今２年目に入っておりますが，１年目の令和４年度分について，それぞれの立場

から貴重なご意見を頂戴しました。 

平岡会長からもお話いただきましたが，現計画の着実な実施を図るということ

で，後ほど答申をいただきたいと思います。総合計画ではございますので，この計

画を基本にまちづくりを進めていくことになりますが，頂戴したご意見を常に取

り入れ参考にさせてもらいながら実施していきたいと思います。 

ご意見を頂戴している中でまだまだまちづくりの課題はあるなと，こういった

課題と思って我々で取り組んでいるよりも多くの課題があるなと改めて認識いた

しました。以前よりまちづくりに終わりはないと，その思いでやってきたところ

ですが，まだまだだなと感じるところと，そういったものが新たな可能性に繋が

っていく，可能性のある町なんだなと思いました。これからもよろしくお願いし

たいと思います。 
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冒頭で平岡会長よりお話いただいたとおり，私は今期で町長職を辞さしていた

だきます。後２週間程ということにはなりますが，２４年間，皆様からの教えをい

ただきながら，まちづくりに携わせていただきましたこと，大変感謝しておりま

す。ありがとうございました。私はこれから別な立場で，どのような立場か分かり

ませんが，まちづくりのお手伝いをさせていただきたいと思いますが，皆様方に

はこれからも委員として，厳しく，時には優しくご指導いただければと思います。 

本日はどうもありがとうございました。また長い間お世話になりましたこと，

改めて御礼申し上げたいと思います。本日は大変ありがとうございました。 

平岡会長 
それでは，本日の議事等は以上となりますので，事務局へお返ししたいと思い

ます。 

事務局 

（江本） 

長時間にわたり，ご審議大変ありがとうございました。また，多数のご意見を

いただき感謝申し上げます。 

 ９ 閉会の挨拶 

事務局 

（江本） 
結びに閉会の挨拶を松川会長職務代理にお願いいたします。 

松川会長 

職務代理 

本日は活発な審議ありがとうございました。 

事務局からも説明ありましたが，令和４年度以降は総合戦略を重点プロジェク

トとして第五次総合計画に統合したとありました。総合戦略は，総合計画と併行

して町の未来を創造する重要な計画でもございますので，着実な事業の実施をお

願い申し上げます。 

本日は誠にありがとうございました。 

事務局 

（江本） 

以上をもちまして，令和５年度総合計画審議会を閉会いたします。 

長い時間，大変ありがとうございました。 

以上 
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